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Ⅰ 経営強化プラン策定にあたって 

 

１ はじめに 

 

（１）見附市立病院の現状と病院を取り巻く環境 

「市内に病院がほしい」という市民の願いを受け、見附市立病院は、医療に加え福祉

や保健といった市民が安心して暮らすことができる生活基盤の拠点づくりを目指した、

市の「医療・福祉の里」構想の中核を担う施設として、平成４年７月に開院しました。 

以来、市内で唯一の入院機能を担う病院として、平成６年１０月からは救急告示病院

の指定を受け、地域医療の確保に努めてきました。時代の変遷にあわせ、多様化する市

民の医療ニーズにこたえるため、人材の確保に努めるとともに、不採算な部門であって

も、市民にとって必要であれば一部で市の支援を受けながら経営に努めています。 

しかし、公立病院を取り巻く環境は、医師の都市部への偏在化、人口減少・高齢社会

の進行による医療従事者確保の難化等により非常に厳しく、経営においても一層の厳し

さに直面している状況にあります。また、令和２年からの新型コロナウイルス感染症対

応の長期化は、市民の日常生活や社会経済を大きく揺るがす事態となった一方で、医療

提供体制における公立病院の社会インフラとしての重要性、地域医療における立ち位置

を再認識させるものになったと考えています。 

 

（２）見附市立病院の概要 

＜開院日＞ 

平成４年７月１日 

＜基本理念＞ 

信頼され、愛され、地域とともに歩む病院をめざします。 

＜基本方針＞ 

１ 私たちは、患者様の人権と尊厳を大切にします。  

２ 私たちは、安全で安心できる医療を提供します。 

３ 私たちは、日々研鑽し、働く喜びのある病院をつくります。 

４ 私たちは、効率的で健全な経営に努めます。      

＜病床数＞ 

９４床（令和３年１２月から 地域包括ケア病床４７床、一般病床４７床） 

＜救急告示病院指定＞ 

平成６年１０月１日 

＜診療科＞ 

８科 

（内科、神経内科、外科、整形外科、放射線科、脳神経外科、形成外科、小児科） 

 ＜併設施設＞ 

介護老人保健施設ケアプラザ見附（９７床）、デイケアセンターケアプラザ見附 
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（３）見附市立病院経営改善計画の取り組み経過 

見附市立病院（以下、「市立病院」という。）では、平成２９年３月に「見附市立病

院経営改善計画（新公立病院改革プラン）（以下「新改革プラン」という。）」を策定

し、市立病院が果たすべき役割を明確にし、具体的な取り組みや数値目標を定め経営改

善に取り組んできました。 

取り組みの状況および結果は次のとおりです。医師の確保が困難で診療体制の縮小や

変更が必要であったことや、診療報酬の改定などにより、一部の項目で目標が未達成と

なりました。 

 

○新病棟の整備 

新改革プラン策定時には具体化していなかったものの、入院環境の整備、地域包括ケ

ア病床の拡充および経営改善を図るため、令和２年度から整備に着手し令和３年５月か

ら運用しています。地域包括ケア病床数の推移は以下のとおりです。 

年  月 
平成２８

年４月 

平成３０

年５月 

令和元年 

１０月 

令和２年 

１０月 

令和３年 

１２月 

地域包括ケア病床数 ８ １８ ２２ ３０ ４７ 

許可病床数 ９４ 

※令和３年４月以前は旧病棟を使用しており、地域包括ケア病床の１床あたりに必要な面

積を確保するため、許可病床９４床のうち一部の病床の使用を休止しました。 

 

 ○地域医療連携室体制の充実 

医療連携（病病連携、病診連携）のほか、市内の地域包括支援センターなどとの連携

を高め、患者や家族の支援を充実することを目指して、地域医療連携室の相談体制や退

院支援体制の人員体制の充実を図りました。 

 

○新型コロナウイルス感染症への対応（新改革プラン期間終了後を含む） 

・令和２年度から、長岡保健所から依頼のあった行政検査の検体採取を行いました。 

・令和２年度から、屋外診察室の設置と感染症用迅速核酸検査機器の購入により、near

法によるＰＣＲ検査が可能な体制を整え、発熱患者の検査や診察を行いました。 

・令和３年度から運用をはじめた新病棟１階には、平時は地域包括ケア病床として使用

し、感染症患者の受け入れ時には必要に応じて空間隔離のうえ陰圧環境とすることが

できる入院病床を３床確保しました。 

・令和３年度から、新型コロナウイルスワクチンの市民集団接種に取り組みました。 
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○経営改善計画の目標数値等の達成状況 

診療報酬の改定や、外科医師の減少など診療体制の変更による外来患者の減少などに

より、一部項目では目標を達成することができませんでした。 

主な指標についての実績は、以下のとおりです。 

項目/年度 
令和２年度 

（計画目標） 

令和２年度 

（実績） 
達成状況 

１日あたり入院患者数(人) 70.6 73.1 達成 

１日あたり外来患者数(人) 192.2 172.0 未達成 

当年度純利益(千円) 0 △61,529 未達成 

病床利用率(％) 75.1 77.8 達成 

(表の数値は、病院事業分のみで老健分は除く) 

 

（４）見附市立病院経営強化プランの策定 

前項（３）のとおり、平成２８年度から取り組んだ新改革プランは、令和２年度をも

って計画期間が終了しており、今後の病院経営の指針となる見附市立病院経営強化プラ

ン（以下「経営強化プラン」という。）を策定するものです。 

経営強化プランは、令和４年３月に国から示された、「持続可能な地域医療提供体制

を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」および、令和５年１月に県が公表し

た「地域包括ケアシステムを支えるための医療機関の機能分化と連携強化の方向性（グ

ランドデザインPart２）について」を踏まえ、県の地域医療構想に沿って、市立病院の

役割を果たすことを目指し、新改革プランの見直しや新興感染症等への対応を定めるも

のとします。 

一方で、市内唯一の入院機能を有する病院として、市の地域包括ケアシステムの中核

施設としての役割を担うことも、引き続き求められるところであり、地域における持続

可能な医療体制を構築するための指針として、以下の６項目に沿って策定します。 

①地域医療構想を踏まえた役割・機能の最適化と連携の強化 

②医師・看護師等の確保と働き方改革 

③経営形態の見直し 

④新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取り組み 

⑤施設・設備の最適化 

⑥経営の効率化等 

なお、経営強化プランの策定にあたっては、県福祉保健部において地域医療構想等と

の整合性について確認されているほか、病院事業運営審議会での審議や市議会への説明

を経て了承されています。 
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２ 地域の医療環境、高齢者の状況等 

 

（１）当市の医療提供環境の概要 

市内には、令和６年２月１日現在、市立病院のほかに２２の診療所があり、市内で唯

一の病院として各診療所との連携を図りながら地域医療を担っています。 

また、中越医療構想区域内の他院、特に、隣接する長岡市の高度急性期病院である長

岡赤十字病院、長岡中央綜合病院および立川綜合病院（以下「長岡急性期３病院」とい

う。）を中心に医療連携することで、医療提供体制が構築されています。なお、市立病

院の患者のうち市民が占める割合は、令和４年度の実績で92.4％です。 

救急医療については、市内では市立病院が唯一の救急告示医療機関であり、三次救急

は長岡赤十字病院と連携して対応しています。 

 

（２）見附市の高齢者の状況および介護、福祉施設の概況 

見附市の人口は、令和５年１０月１日現在で 38,729人、65歳以上の高齢者の人口は

13,118人で高齢化率は33.4％です。また、ひとり暮らし高齢者は、令和５年４月１日現

在で1,381人、高齢者のみ世帯は1,639世帯（3,344人）で、年々増加しています。 

なお、当市の人口ビジョン(2020改定)では、令和２２年度における人口は32,086人ま

で減少し、さらに６５歳以上の高齢者の人口割合（高齢化率）は、令和４年度の27.0％

から38.1％まで増加すると推計しています。 

令和５年４月１日現在の市内の介護、福祉施設は、以下のとおりです。 

施設・事業所の種類 
事業所数

（定員） 
施設・事業所の種類 事業所数 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

３ 

(350人) 
介護老人保健施設 

１ 

(97人) 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

５ 

(81人) 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 

２ 

(58人) 

特定施設入居者生活介護 
３ 

(144人) 
小規模多機能型居宅介護 

３ 

(87人) 

短期入所生活介護 
３ 

(52人) 
短期入所療養介護 

１ 

(10人) 

認知症対応型通所介護 
１ 

(12人) 
通所介護 

１１ 

(309人) 

通所リハビリ 
１ 

(25人) 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 
１ 

訪問介護 ２ 訪問看護 ２ 

居宅介護支援事業所 １２ 介護予防支援事業所 ４ 

（「令和５年度 見附市の保健と福祉」より） 
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Ⅱ 経営強化プランの実現に向けて 

 

１ 役割・機能の最適化と連携の強化 

 

（１）地域医療構想等を踏まえた見附市立病院の果たすべき役割と機能 

新潟県地域医療構想（平成２９年３月）において、見附市が属する中越構想区域では

長岡急性期３病院が救急医療体制や高度急性期医療を担い、その他の病院が相互連携す

ることにより、構想区域における医療体制は成熟し、連携体制が整っているとされてい

ます。そして、今後もこの体制を維持しさらに強化することで、切れ目なく診療可能な

体制を構築することが必要とされています。 

また、新潟県独自推計による、病床機能報告をもとにした医療構想区域内の病床機能

別の推計では、２０２５年時点で回復期病床がおよそ８００床不足するとされており、

一方で急性期病床は需要数をおよそ１０００床上回るとされています。 

これらの状況をふまえ、市立病院は、救急告示病院としての役割を維持しながら、長

岡急性期３病院との連携のもと回復期機能の充実を図ることを目的として、令和３年５

月に従来の許可病床数９４床を維持したうえで、２病棟のうち１病棟を地域包括ケア病

棟として、運用を開始しました。現在は、長岡急性期３病院からの転院の相談も増えて

おり後方支援としての役割をより一層果たしています。 

今後を見据えると、市立病院を受診する患者の多くは高齢者であり、入院患者の平均

年齢は８０歳代半ばであることから、今後も、内科中心の診療体制の維持とあわせて、

整形外科外来の強化を図ることが喫緊の課題といえます。 

これらの状況から、市立病院が果たすべき具体的な役割は次のとおりとします。 

救急医療体制については、今後も堅持することとし、長岡急性期３病院との病病連携

および、市内の診療所との病診連携における役割分担の維持に努めます。また、入院医

療の病床機能については、軽度中等症の急性期から回復期の機能を確保するため、当面

の間、現在の体制を維持します。 

 

（２）地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割と機能 

急速に進展する高齢社会における、市民の保健、医療、福祉に対する需要に応えるた

め、市内唯一の病院である公立病院として、市の地域包括ケアシステムの中核施設とし

ての役割を果たしていく必要があります。 

併設の介護老人保健施設およびデイケアセンターや、近接する市の保健福祉行政部

門、社会福祉法人等が運営する介護施設など、保健、医療、福祉、介護の各分野の相互

連携の拠点としての役割を果たすことが一層必要となります。市立病院は、令和５年４

月から、地元医師会から在宅医療推進センター事業を受託し、あわせて、市の在宅医

療・介護連携推進協議会等とも密に連携し、市民の保健衛生への協力や健診等の予防医

療へ積極的に取り組んでおり、今後もその役割を果たします。 

なお、新興感染症に対する役割については１２ページに記載しています。 
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（３）機能分化・連携強化の取り組み 

持続可能な、安定した医療提供体制を確保していくためには、市立病院における医師

や看護師等の人員確保が必要であるだけでなく、地域および医療圏域等における人員を

最大限に効率的に活用することが欠かせません。 

一方、市内における医療提供体制の現状は、人口１０万人あたりの医師数が県内２０

市中最下位である状況が続いています。市内の医療提供体制を充実させるための施策は

重要であり、市も診療所の開設に対する支援の充実を図っており、その効果もあり令和

５年度に新たに３つの診療所が開院しました。しかし一方で、医師の高齢化などから閉

院となる診療所もあることから、診療所数の増加には至っていません。 

これらの状況から、市内の医療体制を維持していくために、市立病院外来機能および

救急告示の維持は必要であるといえます。一方、病床機能については、医療圏域内にお

ける機能分化・連携強化のために、将来的には回復期病床の一層の充実について検討す

ることが必要となる可能性があります。 

なお、病院の再編等については、市内１院の病院としての機能を維持する必要から現

状では検討する状況にはありませんが、機能の集約や医師等の派遣などの連携について

は、医療圏域内で必要な議論に対応していきます。 

また、上記に加え、「患者サポート」や「入退院支援の充実」、令和５年度から地元

医師会から受託した在宅医療推進センターとして求められている、「在宅医療・介護連

携拠点としての役割」を果たすための人材の確保にも努めることが必要です。 

 

（４）医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

市立病院が今後も質の高い医療提供体制を確保することや、地域において求められる

役割を果たすための指標として、次のとおり数値目標を設定します。 

項目 
令和４年度 

実績 

令和７年度目標 

(中間年度) 

令和９年度目標 

(最終年度) 

診療・接遇に関する患者満足度 

(満足＋やや満足の割合 ※１)(％) 
90.9 91.0 92.0 

診療所等から市立病院への 

患者紹介の数(件) 
1,474 1,600 1,700 

市立病院から他院等への 

患者紹介の数(件) 
1,518 1,400 1,500 

地域医療研修医の研修受入件数(人) ２ ３ ４ 

見附市消防本部救急搬送患者の 

市立病院救急受入割合(※２)(％) 
38.7 

令和４年 

実績程度 

令和４年 

実績程度 

なお、医療の質の向上のため、令和６年度に、公益財団法人日本医療機能評価機構の

病院機能評価の受審（４回目）をすることとしています。 

  ※１ 入院患者及び外来患者を対象として行う患者満足度調査による  

※２ 消防本部救急搬送患者の受入割合は、暦年の数値  
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（５）一般会計負担の考え方 

一般会計から病院事業会計への経費負担については、総務省自治財政局長通知の繰出

し基準を基本としています。繰出し基準（令和５年度現在）の概要は次のとおりです。 

①病院の建設改良に要する経費（その経営に伴う収入をもって充てることができない

と認められるものに相当する額） 

・建設改良費および企業債元利償還金等の２分の１（但し、平成１４年度までの企

業債元利償還金等にあっては３分の２） 

②不採算地区病院の運営に要する経費 

③感染症医療に要する経費 

④小児医療に要する経費 

⑤救急医療の確保に要する経費 

⑥高度医療に要する経費 

⑦経営基盤強化対策に要する経費 

・医師および看護師等の研究研修に要する経費 

・病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 

・公立病院経営強化プランに要する経費 

⑧医師等の確保対策に要する経費 

⑨基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 

⑩児童手当に要する経費 

これに加え、新改革プランへの取り組みを始めた平成２８年度以降、病院経営に対す

る経営補助として、新型コロナウイルス感染症への対応のような特別な事案が生じた場

合なども勘案しながら、一般会計と協議のうえ補助金（基準外繰り入れ）の拠出を受け

ることとしています。 

平成２８年度以降の経営補助による補助金の推移は以下のとおりです（単位：千円） 

年度 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和１ 令和２ 令和３ 令和４ 

補助金額 100,000 100,000 60,000 60,000 130,000 60,000 31,000 

(上表の数値は、病院事業分のみで併設の老健分は除く) 

 

（６）住民の理解のための取り組み 

市立病院の役割を果たすうえで、患者や家族、広く市民などの声を聴き、よりよい病

院運営に努めることが必要です。市が２年ごとに実施している市民アンケートでは、市

のさまざまな施策についての満足度を調査しています。このうち、「医療・福祉施設整

備状況や体制」については、令和４年度の調査で「満足」「やや満足」をあわせた満足

度は58.6％でした。前回（令和２年度）の調査に比べ0.2ポイントの上昇となりました。 

また、市政全般に関する自由意見として、医療体制や病院事業に関するものでは「病

院の診療科目（小児科、婦人科、透析など）」や「診療所（小児科、婦人科など）」の

充実や、土・日曜日に受診できる診療体制整備についての意見が寄せられています。 
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このほか、日頃から広く意見をいただくことができる機会を設けるとともに、さまざ

まな情報を広くお知らせし、病院に対する理解を深めていただくことも重要です。その

ために、以下の取り組みを推進します。 

①ご意見等の受け付け 

患者や家族の意見等を以下の方法で受け付け、寄せられた意見等は院内で情報共有す

るとともに、可能なものは対策を検討し病院運営に生かしています。また、可能な場合

は差出人の方に回答をし、院内掲示をするなど双方向の関係性の構築に努めています。 

○病院内に設置しているご意見箱 

○総合相談窓口における意見や相談等の受付 

○外来および入院患者を対象とした患者満足度調査（年１回実施） 

○病院および見附市へのメール等によるご意見の受付 

 

②病院事業運営審議会 

 病院事業の運営状況ついて、院外のさまざまな視点からの意見や声を聞くために、有

識者や公募委員によって構成される病院事業運営審議会を、市長の諮問に応じて原則と

して年２回開催しています。（見附市病院事業運営審議会設置条例による） 

審議会の構成は、市民公募委員を含む委員１２名以内によることとしています。 

〇委員構成（令和６年２月現在） 

条例に定める者 令和６年２月(本プラン策定日)現在の構成委員 

(公益を代表する者)   

(学識経験を有する者) 見附市南蒲原郡医師会に所属する医療機関医師 ２名 

見附市歯科医師会に所属する医療機関医師 １名 

(地域を代表する者) 社会福祉法人に所属する者 １名 

訪問事業所に所属する者 １名 

長岡市薬剤師会に所属する者 １名 

市民公募委員 ５名 

(関係行政機関を代表する者) 見附市健康福祉課長 １名 

 

③情報の開示、公表 

情報発信は、市立病院のホームページのほか、市ホームページ、市公式LINE等を活用

しています。また、経営強化プランについても病院のホームページに掲載します。 

 

２ 医師・看護師等の確保と働き方改革 

 

（１）医師・看護師等の確保 

医師や看護師等の医療従事者数は、現状では、著しい不足は生じていません。 

しかし、慢性的な人員不足は続いており、今後はさらに常勤医師の高齢化等により、

医師の不足が生じる可能性があることから、中期的な視点にたって医師の確保を図る必
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要があります。現在医師の派遣を受けている新潟大学医学部および富山大学医学部への

派遣要請のほか、医師紹介会社の活用等あらゆる手法により、医師の確保を図っていき

ます。また、非常勤医師についても、新潟大学、富山大学のほか、関東圏の大学医学部

や病院等と連携を図りながら、更なる受け入れ環境の整備を図ります。そのほか新潟県

と歩調をあわせ、後段に記載の若手医師の確保にも積極的な取り組みを進めていきま

す。なお、今後特に医師の増員が必要と考えられる診療科・専門分野は、整形外科、外

科と考えています。 

また、看護師や薬剤師、検査部門などの専門職についても、診療体制の継続性を鑑

み、人材確保に努めています。 

 

（２）臨床研修医の受け入れ等を通じた若手医師の確保 

若手医師の確保のひとつである臨床研修医の受け入れについては、長岡中央綜合病院

の協力施設として、毎年複数名の地域医療研修の受け入れを行っており、今後も継続し

て研修を受け入れます。また、専門研修プログラムの制度においても、新潟大学医歯学

総合病院（内科）および富山大学附属病院（外科）の連携施設として、臨床研修医の受

入れを行っています。 

なお、市立病院単独で医師の研修体制を確保し続けることは難しく、他院の連携医療

機関、連携施設としての役割を維持できるよう指導医の確保に努める必要があります。 

また、新たな若手医師確保の取り組みとして、新潟県が医師確保対策として取り組む

「県と市町村が連携した地域枠・医師養成修学資金貸与制度」についても、令和６年度

から新たに連携を図ることとしました。修学資金の上乗せ分を負担することで、将来に

おいて、一定期間の勤務医師の確保を目指すとともに、今後も、引き続き県と歩調を合

わせながら、必要に応じ制度の活用による医師確保に取り組みます。 

 

（３）医師の働き方改革への対応 

市立病院における医師の勤務状況および労務管理等に係る取り組み状況は以下の通り

です。現在、医師の勤務環境に関する問題は生じていませんが、引き続き医師の安定的

確保および負担軽減の観点から、タスクシフト等に関する継続的な取り組みを行いま

す。 

〇宿日直許可 

令和５年３月２３日付けで、所管労働基準監督署長より断続的な宿直又は日直勤務

許可を受けています。 

〇労働基準法第３６条の規定に基づく協定 

毎年度当初に、見附市役所職員労働組合との間で、時間外労働および休日労働に関

する協定を締結しています。 

〇医師のタスクシフト 

多職種間におけるタスクシフトに適宜、継続的に取り組んでいます。 

 



１２ 

 

（４）看護師、薬剤師、検査技師等の働き方改革への対応 

医師以外の専門職の安定的な確保および負担軽減の観点から、勤務環境の改善や、タ

スクシフト等に関する継続的に取り組んでいます。 

 

３ 経営形態の見直し 

 

新改革プラン策定時において、市立病院は、見附市直営の病院として、行政と情報を

共有しながら、率先して市民の健康づくりや予防医療等、市の健康施策を推進していく

役割を担う立場であり、公設公営の経営形態を維持していくこととしました。 

新改革プラン期間の終期に重なって発生した新型コロナウイルス感染症への対応にお

いては、全国の自治体病院が果たした役割は大きく、その存在意義があらためて認識さ

れました。市立病院も、特に感染拡大期等において、市民の安全、安心を確保すること

および、市内だけでなく中越医療圏域における医療提供体制を確保するための役割を果

たしています。病院の採算面においては大きなマイナス影響がありましたが、非常事態

において、直営であることによる市の施策との迅速かつ適切な連携や、情報共有が図ら

れることは、病院が、市民生活を支えるひとつの大変重要な社会インフラとして再認識

をされたものと考えられます。 

以上をふまえ、現在の地方公営企業法全部適用による直営での運営を堅持していくこ

ととします。 

 

４ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取り組み 

 

市立病院が、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対して取り組ん

だものは以下のとおりです。 

○発熱外来の設置、発熱症状等のある対象患者の検査および診療 

○長岡保健所との連携による、感染疑い者に対する行政検査 

○病棟の陰圧対応病室（３床 ※）等における、軽症患者の入院療養対応 

※平時は地域包括ケア病床として運用し、緊急時は感染患者隔離の用に供する 

○長岡赤十字病院と連携した感染対策合同カンファレンスおよび、ＩＣＴラウンド 

〇新型コロナウイルスワクチン集団接種 

上記の対応の経験をふまえ、今後の新たな新興感染症発生の備えとして、国のガイド

ライン等に従い、院内感染マニュアルの適時改正を行うとともに、防護具等の備蓄など

平時から感染拡大に備えた取り組みを行っていきます。 

また、今後新たな新興感染症が発生した場合でも、国・県からの情報を踏まえ柔軟に

対応していきます。 
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５ 施設・設備の最適化 

 

（１）施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

①施設に関する投資の予定 

経営強化プランの期間内における病院建替え、移転等の予定はありません。 

②設備等に関する投資の予定 

経営強化プランの期間内における設備投資・修繕等の予定は以下のとおりです。 

なお、実施にあたっては、投資の費用対効果および将来にわたる利用状況やランニン

グコストを含めた金額の妥当性検証等と、費用の抑制を図ります。 

○設備（長寿命化の取り組みを含む） 

・高圧受電設備更新（令和４～６年度） 

・空調設備更新、外壁および屋上防水修繕（令和７年度以降） 

〇医療機器等受電設備の更新 

・Ⅹ線テレビ、ＭＲＩ更新 

 

（２）デジタル化への対応 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（厚生労働省）を踏まえたセ

キュリティ対策を講ずるとともに、以下の取組みを進めていきます。 

○すでに対応しているオンライン資格確認システムの適切な運用 

○ＷＥＢ会議の活用による地域連携、院内カンファレンス、職員研修等の効率化 

○みっけネット（見附市在宅ケア情報共有システム）の活用促進 

なお、オンライン診療および電子処方箋の導入については必要に応じて検討します。 

 

６ 経営の効率化等 

 

（１）経営指標に係る数値目標 

経営強化プラン達成に向けた経営指標に係る数値目標を次のとおり設定します。 

なお、令和４年度は、新型コロナウイルスワクチン接種業務の受託収益を約45,000千

円含んでいることから、これを特殊事情と考慮して数値目標を設定しているものです。 

指標項目 令和４年度 
類似病院平均 

(令和３年度※1) 

令和７年度 

(中間年度) 

令和９年度 

(最終年度) 

修正医業収支比率(％) 84.2 70.1 80.5 79.1 

１日あたり入院患者(人) 82.9  83.5 83.0 

１日あたり外来患者(人) 173.1  172.9 171.0 

当年度純利益(千円※2) 76,832  △17,746 3,376 

病床利用率(％) 88.1 62.1 88.8 88.3 

※1 ５０床～１００床未満の公立病院    

※2 当年度純利益は、一般会計からの経営補助額を含む  
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（２）経常収支比率および修正医業収支比率に係る目標 

令和４年度の経常収支比率は104.7％でしたが、公立病院の会計処理においては、国が

定める基準に基づく一般会計からの費用負担としての繰入金や、基準外の繰入金が含ま

れており、必ずしも正味の収益性を示すものでありません。そこで、病院事業単体の経

営状況の分析、評価の指標として、修正医業収支比率を用いることとします。 

 

（３）目標達成に向けた具体的な取り組み 

経営強化プランの数値目標を達成するため、次に掲げた主要事業について取り組んで

いきます。また、これ以外でも効果的な事業があれば積極的に推進していきます。 

 

○医師、看護師等、職員の確保 

①医師の確保 

民間紹介事業者の活用のほか、大学との連携に努めながら医師の確保に努める。 

・期間中のできるだけ早期に、常勤整形外科医師及び常勤外科医師を採用する 

 ・現在の診療体制を維持するために、常勤内科医師の採用に努める 

②看護師等の確保 

・現在の診療体制を維持するために、常勤職員の確保に努める 

○患者サービスの向上 

①外部研修を含む継続的な職員接遇研修により、患者等への対応力の向上を図る 

②患者満足度調査を実施し、患者、家族の声を患者サービスの向上に生かす 

○医療連携の強化と紹介率・逆紹介率の向上 

①地域医療連携パスのさらなる推進を図る 

②診療報酬の理解を深め、入院、外来患者一日あたり点数の増を目指す 

③在宅医療推進協議会への参加や、みっけネットの活用等による介護サービス事業

所、訪問事業所との連携を強化し、患者の増を図る 

○経費削減対策 

①電子カルテシステムなどの有効活用による効率化を図る 

②委託業務内容の精査および長期契約による委託料等の圧縮 

○人材育成および組織活性化対策 

①職員研修の充実 

②職員を対象とした経営意識向上のための研修を実施する 

○市民への情報提供、ＰＲ対策 

①病院のホームページ等の積極的な活用を図る 

②市の健康、福祉関連事業に講座や講演等の協力を通じ、市民から身近に感じても

らえる機会を増やす 

○その他（事務の効率化） 

①キャッシュレス決済方法の拡充により患者の利便性向上と収納効率の向上を図る 

②電子カルテシステムおよび院内ＬＡＮ機能を活用し一層の情報共有の充実を図る 



１５ 

 

（４）経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画等 

別表１（１７ページ）に記載しています。 

 

７ 点検、評価および公表 

 

経営強化プランの進捗および達成状況については、毎年度、病院事業運営審議会にお

いて点検および評価を受けるとともに、次の方法により市民に公表します。 

○毎年度、概要を病院のホームページで公表します 

○中間年度および最終年度に市議会に報告します 

また、経営強化プランの期間中において、その方向性や目標の見直しが必要となった

ときは、病院事業運営審議会において審議のうえ、適切な方法で市民に公表します。 

 

８ 併設施設について 

 

市立病院は併設の介護老人保健施設および、デイケアセンターを有しています。当該

施設の運営方針や経営の状況をあわせた概要は次のとおりです。 

なお、本プラン策定にあたって、病院部門単体のほか、併設施設をあわせた病院事業

全体での収支計画等についても別表３および４で記載します。 

（１）施設サービスの概要 

・入所サービス（９７床）、通所サービス（定員２５名）および、居宅支援事業所 

 

（２）経営状況 

平成８年の開設以来、一時的に収入が支出を上回る時期があったものの、介護報酬の

改定を給与費等の増加が上回り、平成１７年度以降は赤字決算が続いています。また、

近年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、サービス利用の敬遠や、施設内で

の感染者発生に伴う利用者の減少が経営状況の悪化につながっています。 

 

（３）経営改善についての考え方 

３年ごとの介護報酬改定にあわせた体制整備やデジタル化の推進、タスクシフトに取

り組んでいきます。あわせて、社会情勢の変化による諸物価の変動を踏まえた、適正な

利用者負担の見直しも行っていきます。その一方で、光熱水費等の上昇や全国的な人件

費の上昇が続き、経営改善の具体策は見出すことが困難な状況にあることも認識する必

要があります。平成２８年度以降は市一般会計から経営補助を繰り入れている状況であ

り、今後も、当面の間継続的な支援を求める必要があるものと考えています。  

以上の状況を踏まえ、市立病院の併設施設として果たす役割を再認識しながら、中期

的な視点で、市の地域包括ケアシステムが有機的に機能するために、市民生活において

果たすべき役割や市民ニーズをとらえながら、公立施設としてのあり方を考える必要が

あると考えています。 



１６ 

 

 

（４）運営に関する数値目標 

運営に係る数値目標を次のとおり設定します。 

指標項目 令和４年度 

(参考) 

令和元年度 

(コロナ禍前) 

令和７年度 

(中間年度) 

令和９年度 

(最終年度) 

１日平均入所者(人) 91.3 93.3 93.3 94.0 

１日平均通所利用者(人) 23.1 29.0 29.0 29.5 

 

９ 資料等 

 

別表１ 経営強化プラン期間中の収支計画（収益的収支、資本的収支 ※病院のみ） 

別表２ 一般会計等からの繰入金の見通し（※病院のみ） 

別表３ 経営強化プラン期間中の収支計画（収益的収支、資本的収支 ※病院事業全体） 

別表４ 一般会計等からの繰入金の見通し（※病院事業全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










